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要旨：精神障害をもつ人が、地域で安心して生活するためには、必要な医療・福祉・生

活支援等を適時適切に利用できる体制を整備することが重要である。一方で、精神症状

の急性増悪や生活上の危機等により、入院医療が必要となる場面もある。医療保護入院

等の非自発的入院は、その運用にあたっては、医学的必要性のみならず、本人の意思決

定支援、権利擁護、家族等の関与のあり方、地域における代替的支援の可能性を含め、

多面的に検討する必要がある。本研究は、精神科病棟への入院を経験した当事者及びそ

の家族の意見を把握し、今後の制度の見直しに資する基礎資料を得ることを目的として

実施した。今年度は、前年度までに当事者・家族の参画を得て作成した調査票を用いた

調査を実施し、精神科入院経験のある当事者 334 名、精神科入院を経験した人等の家族

513 名から有効回答を得た。本年度報告では、選択式項目の記述統計に基づき、当事者

が精神科入院をどのように経験し、退院後にどのように振り返っているのかについて概

況を整理した。本調査からは、精神科入院が治療や本人の安全確保に資する場合であっ

ても、その過程が本人の尊厳が損なわれる経験となり得ること、家族が入院前後を通じ

て広範な役割と負担を担っていること、誰かが本人に代わって同意する仕組みには限界

があること等が示唆された。精神科入院制度の検討にあたっては、本人への丁寧な説明

と意思決定支援、権利擁護を実質化する取組みが不可欠である。同時に、家族を単なる

同意者や協力者として位置づけるのではなく、支援を必要とする存在として捉え、実効

性のある家族支援を整備する必要があると考えられた。ただし、制度を実質化するため

には、精神科病院において丁寧な説明や意思決定支援、退院支援等を十分に提供できる

よう、人員配置を含む実施体制の整備が不可欠であると考えられる。
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A.研究の背景と目的 

精神障害をもつ人が、本人の意思と選好、

人権を尊重され、地域で安心して生活するた

めには、必要な医療・福祉・生活支援等を適

時適切に利用できる体制を整備することが重

要である。一方で、精神症状の急性増悪や生

活上の危機等により、入院医療が必要となる

場面もある。とりわけ医療保護入院等の非自

発的入院は、本人の意思に基づかない形で入

院医療を開始する制度であるため、その運用

にあたっては、医学的必要性のみならず、本

人の意思決定支援、権利擁護、家族等の関与

のあり方、地域における代替的支援の可能性

などを含めて、多面的に検討する必要があ

る。 

令和 4（2022）年の精神保健福祉法改正で

は、医療保護入院の入院期間の法定化や更新

手続きの導入等が行われるとともに、附則に

おいて、非自発的入院制度の在り方につい

て、精神障害者本人の意見を尊重しつつ、障

害者権利条約の実施に資する観点から検討を

加えることが求められた。こうした制度見直

しの議論においては、医療従事者や行政職員

など制度を運用する側の実態把握に加え、実

際に入院を経験した当事者や、入院に関与し

てきた家族が、入院前、入院決定時、入院

中、退院後の過程をどのように経験してきた

のかを把握することが重要ある。 

研究分担者らは、令和 5（2023）～令和 6

（2024）年度の厚生労働科学研究におい

て、非自発的入院制度をめぐる困難や課題に

ついて、医療従事者や行政職員等へのインタ

ビューおよび全国調査を実施し、非自発的入

院に内在する課題を整理した 1)。加えて、当

事者および家族へのインタビュー結果を踏ま

えて、当事者・家族とともに質問紙調査の調

査票を作成した。今年度は、昨年度までに作

成した当事者・家族を対象とした調査票を用

いて、精神科入院経験のある当事者および精

神科入院を経験した人の家族を対象に調査を

実施した。本年度報告では、調査全体の中間

報告として、主に選択式項目の記述統計に基

づき、当事者および家族の経験の概況を整理

することとする。 

 
B.方法 

1. 研究方法 

調査対象） 

当事者においては、18 歳以上の精神科に

入院経験のある方、家族においては、18 歳

以上かつ、精神科に入院経験のある当事者ま

たは医療や地域の支援者から精神科に入院を

勧められたことのある当事者の家族を対象と

した。全国規模の組織を有する当事者、家族

の関連団体（精神障害当事者会ポルケ、全国

「精神病」者集団、全国精神保健福祉会連合

会）への協力依頼または、楽天インサイトが

所有するモニターパネルを通して、調査への

参加について同意を得られた者に調査を実施

した。 

 
研究のアウトライン） 

令和 6 年度に実施した「当事者・家族予備

的アンケート調査」で作成したアンケート調

査票を基に、さらに当事者または家族の立場

である研究協力者の意見を聴取し、最終版の

アンケート調査票を作成した（別紙 1、2）。

対象者に対し Web または、紙によるアンケ

ート調査を実施した。 

当事者へのアンケート調査では、対象者の

基本属性（年代、性別、診断名、入院経験

等）、入院前・入院決定時・入院中・入院後

における状況や心情、医療保護入院の経験、

入院にかかわる人、入院の金銭的負担、身体

科治療の経験等について、選択項目と自由記

述により回答を求めた。家族へのアンケート

調査では、対象者の基本属性（年代、性別、

当事者との続柄、入院経験等）、当事者がは

じめて入院したときの状況や心情、当事者の

現在の医療・福祉サービスの状況、家族が抱

える当事者のケア状況とその負担感、非自発

的入院の金銭的負担について、選択項目と自
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由記述により回答を求めた。得られたデータ

について量的データの記述統計量を算出し

た。また、一部の自由記述（利用していた医

療・福祉サービス、入院の同行者の立場、は

じめて入院した際の退院先等）の回答につい

て質的分析を実施した。分析では、共同研究

者 3 名のいずれかが記述内容を精読し、1，2

文から構成されるデータを抽出した。次に、

データを逐語的、または可能な限り原文のま

まに解釈し、コードを作成した。さらに、6

名の共同研究者によりコードの妥当性を吟味

し、コードを完成させた。その他の自由記述

については現在、内容分析を実施中である。 

調査の実施にあたっては、国立精神・神経

医療研究センター倫理委員会の承認を得た。 

 
C.結果 

有効回答は、当事者 334 名、家族 513 名

であった。当事者、家族アンケート調査の記

述統計量の結果、自由記述をもとに生成した

コードをそれぞれ別紙 3、4 に示す。 

 
D.考察 

1）当事者アンケート 

本調査では、精神科入院経験のある当事者

334 名から有効回答を得た。本年度報告で

は、選択式項目の記述統計に基づき、当事者

が精神科入院をどのように経験し、退院後に

どのように振り返っているのかについて概況

を整理した。 

まず、回答者の属性を見ると、当事者団体

を通じた回答が 41.0％、パネル調査を通じた

回答が 59.0％であり、一定の多様性を有して

いた。年齢は 40 代から 60 代が中心であ

り、最後に精神科へ入院した時期については

「1 年以上前」が 82.3％を占めていた。その

ため、本調査の回答は、一定期間を経てから

の回顧的評価であることに留意する必要があ

る。 

 入院前に利用していた支援については、最

後の精神科入院に至る前に精神科・心療内科

へ通院していた者は 82.6％であり、多くの回

答者は入院前から外来通院を利用していたこ

とがうかがえる。一方で、外来通院以外の医

療・福祉サービスを「利用していなかった」

とする回答は 61.1％であり、訪問看護、デイ

ケア・ショートケア・ナイトケア、就労支

援、家事援助、グループホーム等の利用はい

ずれも限定的であった。これは、外来通院の

みでは、それを支える地域生活支援や危機予

防的支援が十分に機能していなかった可能性

を示している。外来通院以外のサービス利用

が限定的であったことが入院に直接つながっ

たとはいえないものの、多くの入院経験者

が、地域生活を支える多様な支援には十分に

つながっていない状況で入院に至ったことが

示唆される。この点は、精神科の入院をめぐ

る制度的課題を考えるうえで重要である。非

自発的入院の課題を議論する際には、入院の

要否判断の時点だけではなく、そこに至るま

での支援を含む連続的なプロセスとして捉え

る必要がある。今後の分析では、入院前に地

域サービスを利用していた群と利用していな

かった群を比較し、入院時の納得感、入院の

必要性に関する評価、入院経験の影響に違い

があるかを検討する必要がある。 

 入院に対する本人の認識については、「自

分には入院が必要だった」と回答した者は

53.3％であったが、「何らかの支援が必要だ

ったが、入院ではなくてもよかった」と回答

した者も 25.1％存在した。「自分には入院も

入院以外の支援も必要なかった」とする回答

は 4.5％にとどまった。多くの回答者が、何

らかの支援は必要であったと認識していたも

のの、その支援の形が入院である必要があっ

たかについては評価が分かれている。「支援

は必要だったが、入院以外の形もあり得た」

と考える当事者が一定数存在することが示さ

れた。すなわち、病状悪化等、何らかの介入

が必要となった際に、訪問型支援、病院以外

の場所でのレスパイト、生活支援など、入院

以外の選択肢を充実させることの重要性が示
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唆されたものと考えられる。 

入院決定時の説明、理解、納得感に関する

結果からは、インフォームド・コンセントに

関連する課題が示された。自分の入院形態が

「分かっていた」と回答した者は 55.4％であ

り、「分かっていなかった」は 30.8％であっ

た。また、医師から入院治療の必要性につい

て「十分な説明があった」または「ある程度

説明があった」と回答した者は 59.2％であっ

たが、「あまり説明がなかった」または「ま

ったく説明がなかった」とする回答も 21.6％

存在した。さらに、説明された入院治療の必

要性について「理解できた」または「ある程

度理解できた」と回答した者は 51.1％にとど

まった。一方で、身体科への入院経験を有す

る回答者においては、身体科入院時の説明、

理解、納得に関する回答が、精神科入院時と

比較して相対的に高い傾向が認められた。た

だし、精神科入院、とりわけ急性期の入院場

面では、身体科への入院時と比較して、不

安、混乱、精神症症状等の影響や、病識の揺

らぎ等により、本人の情報理解、状況認識、

意思決定能力等への影響がより強かった可能

性を考慮する必要がある。すなわち、精神科

入院においては、身体科以上に丁寧な意思決

定支援が求められるということになる。症状

の影響により意思決定能力が揺らぎやすい状

況では、一度の説明のみでなく、本人の状態

に応じて説明方法を工夫し、理解の程度を確

認しながら繰り返し対話することが必要にな

る。 

令和 4（2022）年の精神保健福祉法改正に

より、医療保護入院等においては、従来の入

院措置や退院請求に関する告知に加え、入院

の理由についても告知することが義務化され

た。この改正は、本人の権利擁護および手続

的保障の観点から重要な意義を有する。当然

のことながら、文書交付をもって説明責任が

果たされたとみなすのではなく、対話を通じ

て、本人の理解の程度を確認しながら、状況

に応じて時間をおいた再度の説明を行うな

ど、意思決定支援の一部として運用すること

が求められる。 

入院決定時の納得感については、「納得し

て入院となった」と回答した者は 55.4％であ

った。他方、「納得はしていなかったが、し

ぶしぶ同意して入院となった」が 16.5％、

「納得していたのに、強制的な入院となっ

た」が 3.6％、「納得せず、強制的な入院とな

った」が 13.8％であった。退院後に振り返っ

て、精神疾患の治療のために必要な入院だっ

たと思うかどうかについては、「とてもそう

思う」または「ややそう思う」と回答した者

は 64.9％であった。また、入院した理由につ

いて「納得できる」または「どちらかといえ

ば納得できる」と回答した者は 64.7％であっ

た。この結果は、入院決定時には納得してい

なかったとしても、退院後に一定の時間を経

て、入院の必要性を認めるようになる者が存

在する可能性を示している。一方で、退院後

にも入院の必要性や理由について納得できな

い者も存在する。この結果から、入院体験の

評価は、入院時点の同意・不同意だけでな

く、病状の回復の程度や退院後の生活状況、

入院中の処遇、医療者や支援者との関係性な

ど、複数の要因によって変化するものとして

捉える必要がある。 

ここで留意すべきなのは、退院後に「必要

な入院だった」と評価されたことが、本人の

意思に反する介入が正当化されることとは同

義ではないという点である。入院が本人に与

えた影響についての質問では、入院が精神的

健康状態に良い影響を与えた、またはどちら

かといえば良い影響を与えたとする回答は

53.6％であり、入院を回復や安全確保に資す

る経験として振り返っている者が一定数存在

することが示された。しかし同時に、入院経

験が否定的な影響を残していることにも注意

が必要である。入院したことで、精神的健康

状態に悪い影響があった、またはどちらかと

いえば悪い影響があったとする回答は 15.3％

であったが、仕事や学業への影響について
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は、悪い影響があった、またはどちらかとい

えば悪い影響があったとする回答は 33.0％に

上った。また、入院したことが「人としての

尊厳を失ったなど悪い影響を与えた経験」と

して記憶に残っている、または少し記憶に残

っていると回答した者は 42.9％と高率であっ

た。すなわち、入院が必要であった、あるい

は結果として役に立ったと振り返られる場合

であっても、その過程が本人にとって尊厳を

損なう体験、外傷的体験、社会生活上の不利

益を伴う体験となり得ることを重く受け止め

る必要がある。こうした経験は、医療者との

信頼関係や将来の受療行動、危機時の援助希

求にも影響し得る。医学的には入院の必要性

が高かった場合であっても、本人が自らの意

向や尊厳を尊重されていたと感じることがで

きなかった場合には、その入院経験は、治療

機会であると同時に、本人にとって尊厳が損

なわれる経験として記憶されることが懸念さ

れる。したがって、精神科入院、とりわけ非

自発的入院においては、入院の医学的必要性

を判断することに加えて、本人が自身の置か

れた状況を可能な限り理解できるよう支援

し、本人の意思や選好、疑問を表明する機会

を確保することが重要である。入院時には精

神症状、不安、混乱、不信感等により、説明

を十分に理解することが困難な場合もある

が、だからこそ、本人の状態に応じて繰り返

し説明し、理解や納得の程度を確認する必要

がある。入院決定時に十分な納得が得られな

かった場合であっても、入院後の経過の中

で、入院理由や治療方針、退院に向けた見通

しについて丁寧に対話を重ねることは、本人

の権利擁護と治療関係の構築の両面から重要

である。 

医療保護入院における家族等同意の評価に

ついては意見が分かれていた。医療保護入院

を経験した当事者 98 名のうち、家族等によ

る同意であったと回答した者は 76.5％であっ

た。そのうち、家族等が医師から説明を受け

て入院の必要性を理解し、適切に同意を判断

していたと思うかについて、「とてもそう思

う」または「ややそう思う」と回答した者は

53.3％であり、「あまりそう思わない」また

は「まったくそう思わない」と回答した者は

44.0％であった。この結果は、家族等同意が

当事者の意思や利益を支える存在となり得る

場合があるものの、家族が必ずしも本人の意

思決定支援者あるいは権利擁護者として機能

するとは限らないことを示している。 

「自分のことを最も理解している人」「関

与してほしい人」について尋ねた質問では、

家族中心の制度設計の課題が明らかとなっ

た。「あなたのことを一番理解している人」

としては、母、配偶者、父など家族が一定の

割合を占めたが、「誰も該当しない」とする

回答も 19.5％存在した。また、「あなたの希

望に沿って、精神科の治療の必要性を考えて

くれる人」についても、「誰も該当しない」

が 19.5％であった。さらに、「精神科の入院

の同意が困難なときに代わりに同意の手続き

をしてほしい人」についても、配偶者、母、

父などが挙げられた他、「誰も該当しない」

が 20.1％存在した。障害者権利条約では、意

思決定能力の不足を理由として本人の法的能

力を否定してはならないこと、また代行意思

決定ではなく支援された意思決定に転換する

ことが求められている。 

現行の医療保護入院制度は「家族等」を本

人の権利擁護者とみなした制度ともいえる

が、当事者の生活実態や支援関係は多様化し

ており、調査結果が示す通り、本人を理解し

ている人、治療の必要性を一緒に考えてくれ

る人、入院中に面会に来てほしい人、退院後

の生活について相談に乗ってほしい人は、必

ずしも同一ではない。今後の制度設計におい

ては、「同意者」としての家族等だけに着目

するのではなく、本人の意思決定を支える

人、本人の生活を知る人、退院後の生活を一

緒に考える人を、より柔軟に位置づけるよう

考慮する必要がある。 

 金銭的負担については、医療保護入院経験
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者のうち、入院医療費の支払いは「自分」と

「家族」がいずれも 43.9％であった。自分が

入院に同意していない状況で入院にかかった

医療費を自分が支払うことについては、「納

得できる」または「どちらかといえば納得で

きる」が 39.6％である一方で、「どちらかと

いえば納得できない」または「納得できな

い」も 44.2％であった。本人の同意に基づか

ない入院でありながら、本人または家族が費

用を負担することについては、制度的な課題

があることが示唆される。この点は、市町村

長同意の医療保護入院とも関連している。医

療保護入院が市町村長同意であった場合、医

療費の負担は誰がするべきかについては、

「市区町村の財源」とする回答が 53.1％であ

った。これは、本人や家族の同意が得られな

い、または家族等が関与しない状況で公的な

判断により入院が行われる場合、その費用負

担についても公的責任を求める感覚は、ある

程度広範に認められることを示唆していると

も考えられる。 

 身体科治療の経験については、身体疾患の

治療を受ける際に、精神疾患があることで不

快な対応を受けた経験が「よくある」または

「たまにある」と回答した者は 35.1％であっ

た。また、身体科への入院経験がある 129 名

のうち、身体科入院と精神科入院で違いを感

じた者は 76.7％に上った。前述の通り、身体

科入院と精神科入院では、病状や本人の認

識、診断プロセス、治療内容、法的枠組み

等、様々な面で前提が異なるため単純な比較

はできない。しかし、両者の違いを強く感じ

る当事者が多いという結果は重要である。精

神科入院では、閉鎖処遇、行動制限、入院形

態に関する法的手続きなど、身体科入院とは

異なる制度的あるいは環境的特徴が存在す

る。これらは治療や安全確保のために必要と

される場合がある一方で、本人にとっては自

由や自律が制限される経験となり得ることも

影響している可能性がある。 

今回の報告では、全体的な記述統計を示し

たが、今後自由記載の分析を含め、詳細な分

析を追加する予定である。まず、非自発的入

院の経験がある者とない者とに分け、入院決

定時の説明、理解、納得感、退院後に振り返

った入院理由への納得、入院が精神的健康状

態や仕事・学業、家族関係、尊厳に与えた影

響に違いがあるかを検討する必要がある。併

せて、医療保護入院経験者については、家族

等同意が適切であったと感じている群とそう

でない群を比較し、本人にとって家族等がど

のような支援者として機能していたのか、あ

るいは機能していなかったのかといった観点

からも検討する。また、入院前の地域支援の

利用状況に着目した分析も重要である。外来

通院以外の医療・福祉サービスを利用してい

た者と利用していなかった者を比較し、入院

前の支援の有無が、入院時の納得感、退院後

の入院についての評価、尊厳への影響等とど

のように関連しているかを検討する必要があ

る。これにより、入院に至る過程を、入院時

点の判断だけでなく、地域生活支援や危機予

防的支援の利用可能性を含む連続的なプロセ

スとして捉えることができる。 

自由記載の分析では、選択式項目だけでは

捉えることが困難な入院経験の意味づけに注

目する必要がある。たとえば、「必要な入院

だった」と評価しているにもかかわらず尊厳

を損なわれたと感じている者、「何らかの支

援は必要だったが入院ではなくてもよかっ

た」と回答した者、家族等同意が適切ではな

かったと感じている者、身体科医療の場面で

不快な対応を受けた者などの記述を丁寧に分

析することで、精神科入院において何が本人

の納得感につながり、何が不信感や尊厳の毀

損につながるのかをより具体的に明らかにで

きると考えられる。 

加えて、調査経路、年齢、診断、入院回

数、最後の入院からの経過期間等による違い

についても検討する必要がある。本調査は回

顧的調査であり、入院経験の評価は、現在の

生活状況や回復過程、医療・福祉サービスと
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の関係性によって影響を受けている可能性が

ある。そのため、今後の分析では、こうした

背景要因を考慮しつつ、当事者の入院経験を

多面的に分析する予定である。 

 
2）家族アンケート 

本調査では、精神科に入院経験のある当事

者、または医療や地域の支援者から精神科に

入院を勧められたことのある当事者の家族

513 名から有効回答を得た。本年度報告で

は、選択式項目の記述統計に基づき、家族が

当事者の精神科入院にどのように関与し、そ

の後の生活支援においてどのような役割や負

担を担っているのかについて概況を整理し

た。 

まず回答者の属性を見ると、団体調査を通

じた回答が 62.2％、パネル調査を通じた回答

が 37.8％であった。回答者の年代は 60 代以

上が多く、続柄では母が 39.2％、父が

24.8％であり、親の立場から回答した者が多

数を占めていた。また、家族会の会員である

者は 63.4％であった。当事者本人の年代は

40 代、50 代が中心であり、同居中と回答し

た者は 61.0％であった。これらの結果から、

本調査には、長期にわたり精神疾患を有する

子どもを支えてきた親世代の経験が多く含ま

れていることがうかがえる。 

はじめての入院に至るまでの経過について

は、入院に直接影響した症状が出てから入院

に至るまでの期間が「3 か月以内」であった

者は 37.4％と最多であったが、「1 年以上経

過後」であったとする回答も 31.1％認められ

た。この結果は、入院が急激な症状悪化によ

って短期間で入院に至る場合だけでなく、症

状や生活上の困難が長期にわたって続き、家

族が対応に苦慮した末に入院に至る場合も少

なくないことを示唆している。 

入院前の医療・福祉サービスの利用状況に

ついては、当事者がはじめて入院する前に精

神科・心療内科へ通院していたと回答した者

は 63.3％であった。他方、入院に至るまでに

それ以外の医療や福祉のサービスを「利用し

ていなかった」とする回答は 72.1％であり、

訪問看護、デイケア・ショートケア・ナイト

ケア、就労支援、家事援助、グループホーム

等の利用はいずれも限定的であった。また、

何らかのサービスを利用していた者のうち、

病状悪化時に追加で支援を受けたと回答した

者は 33.6％にとどまった。このことから、当

事者が入院前から医療や福祉のサービスにつ

ながっていた場合でも、病状悪化や生活上の

困難に応じて支援を強化する仕組みには十分

につながらない可能性が示唆された。入院に

至る過程を検討する際には、通院の有無だけ

でなく、家族と本人の生活を支える地域支援

や危機対応がどの程度利用可能であったかを

併せて検討する必要がある。 

入院以外の選択肢については、はじめての

入院に至るまでに「入院以外の選択肢はなか

った」と回答した者が 74.3％であった。さら

に、現在、当事者の病状が悪化した場合につ

いても、「入院以外の選択肢はない」と回答

した者が 60.4％であった。「選択肢がある」

と回答した者の中では、訪問看護、医師によ

る往診・訪問診療、デイケア・ショートケ

ア・ナイトケア、就労支援、家事援助、グル

ープホーム等が挙げられていた。これらの結

果から、入院以外の支援を具体的に想定でき

る家族も一定数存在するものの、多くの家族

にとって、病状悪化時には依然として入院が

主要な、あるいは唯一の選択肢として認識さ

れていることが示唆される。精神科への入院

に関する課題を検討する際には、入院制度そ

のものの見直しに加え、家族が入院以外の選

択肢を現実的に想定できるような地域支援体

制の整備について併せて検討することが不可

欠である。 

入院に至るまでの相談先については、心配

ごとや悩みを相談できる人として「家族」と

回答した者が 66.0％と最も多かった。相談先

に病院職員を挙げた者は 25.5％、保健所の相

談員や保健師は 9.5％、市区町村役所の職員
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は 7.2％にとどまり、「誰もいなかった」とす

る回答も 18.9％存在した。また、当事者を入

院につなげるために病院へ連れていった人と

しては、「あなた（回答者自身）」が 64.0％、

「あなた以外の本人と同居している家族」が

41.4％であり、病院職員、保健所、市区町村

役所、訪問看護等の関与は限定的であった。

これらの結果は、危機時の相談、受診調整、

病院への同行において、家族が中心的な役割

を担っていることを示している。本人を病院

へ連れて行くことは、本人との関係性に大き

な影響を及ぼし得る行為であり、家族にとっ

ても心理的負担を伴うと考えられる。家族が

こうした役割を担わざるを得ない状況は、危

機時の支援や受療援助の体制の不足とも関連

している可能性がある。 

精神疾患や精神科入院に対するスティグマ

については、精神疾患にかかることで世間か

ら白い目でみられるように思っていた者が、

「そう思う」「ややそう思う」を合わせて

56.6％であった。また、本人が精神科へ入院

することになったことに対して、とまどった

り、恥じたりしたと回答した者は、「そう思

う」「ややそう思う」を合わせて 41.7％であ

った。この結果は、家族が本人の症状や生活

上の困難に対応するだけでなく、精神疾患や

精神科入院に対するスティグマの影響も受け

ていることを示している。家族のとまどいや

恥の感情は、家族個人の理解不足や受容の問

題としてではなく、精神疾患を有する人とそ

の家族が社会の中でどのように認識され、ど

のような支援を受けることができるのかとい

う家族が置かれた社会的文脈の中で理解する

必要がある。家族支援においては、本人への

対応方法を共に考えたり、制度利用の方法を

伝えたりすることに加え、家族が孤立感、罪

責感、恥の感情や、将来不安等を安心して語

ることのできる場を保障することも重要であ

る。家族が、家庭内で何とかしなければなら

ないと考えて抱え込む前に、医療機関、自治

体、保健所、相談支援機関、家族会等につな

がることができるよう、家族自身を支援対象

として明確に位置づける必要がある。 

入院形態に関する説明、理解、納得につい

ては、病院から説明を受けたと回答した者が

70.9％、説明を理解したと回答した者が

69.1％、説明を聞いて納得したと回答した者

が 68.5％であった。一方で、説明を受けてい

ない、理解していない、納得していない、ま

たは分からないとする回答も一定数存在し

た。家族は、入院時の情報提供先、医療保護

入院における同意者、退院後の生活支援者と

いった重要な役割を担うことが多い。その家

族が、入院形態やその意味を十分に理解でき

ないまま入院プロセスに関与している場合、

家族自身の不安や混乱が高まるだけでなく、

本人への関わり方や退院後の支援にも影響す

る可能性がある。特に、医療保護入院の場

合、家族等同意は本人の意思に基づかない入

院を可能にする重要な手続きであり、家族に

とっても心理的負担を伴う行為である。その

ため、家族が「説明を受けた」としても、そ

の内容をどの程度理解し、どのような意味を

もつ同意であると受け止めたのかを確認する

ことが重要である。 

「分からない」とする回答が一定数存在し

たことも重要である。これは、家族の理解力

の問題としてのみ捉えるべきではなく、精神

科入院制度そのものが複雑であり、入院時の

切迫した状況の中で、家族が説明を十分に受

け止めることが難しい場合があることに留意

しなければならない。家族に対する説明は、

家族が本人の状況を理解し、今後の治療や退

院後の生活支援について見通しを持つための

支援の一環として位置づける必要がある。ま

た本人への説明と同様、一度の説明で十分と

考えるのではなく、入院後の経過の中で必要

に応じて繰り返し説明し、家族の疑問や不安

を確認することが求められる。 

医療保護入院の同意者となることについて

は、はじめての入院が医療保護入院であった

者のうち、同意者になるにあたって困難を感
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じた者は 20.5％であった。他方、「なかっ

た」と回答した者は 63.7％であった。この結

果から、多くの家族は医療保護入院の同意者

となることを、必要な対応、あるいは家族と

して担わざるを得ない役割として受け止めて

いたものと考えられる。しかし、困難を感じ

た家族が約 2 割存在することは軽視できな

い。医療保護入院の同意は、本人の意思に基

づかない入院を可能にする法的に重要な行為

であり、家族にとっては、本人の治療機会を

確保したいという思いと、本人の意思に反し

て入院させることへの葛藤が併存し得る。し

たがって、家族等同意を考える際には、家族

を単に本人の権利擁護者として位置づけるの

ではなく、本人との関係性、本人ケアに関す

る負担、心理的負担、生活上の利害を有する

存在として捉える必要がある。 

退院後の生活については、はじめての入院

後に本人が家族と同居したと回答した者が

83.6％であり、退院後の生活が家族との同居

を前提として構成されている場合が多いこと

が示唆された。同居しなかった場合の退院先

としては、一人暮らしが 43.9％、グループホ

ームが 35.1％であった。入院をきっかけに本

人と家族の関係に良い影響があった、または

どちらかといえば良い影響があったと回答し

た者は 36.3％であり、悪い影響があった、ま

たはどちらかといえば悪い影響があったと回

答した者は 18.5％であった。最も多かったの

は「どちらともいえない」で、44.1％であっ

た。入院が家族関係にどのような意味をもっ

たのかについては、自由記載の分析により丁

寧に検討する必要がある。 

現在の生活状況については、本人が現在通

院中であると回答した者は 80.7％であり、そ

のうち自立支援医療制度を利用している者は

79.0％であった。現在の精神科・心療内科の

通院先については、「満足している」または

「まあ満足している」と回答した者が 70.5％

であり、一定程度の満足が示された。しかし

ながら、現在、それ以外の医療や福祉のサー

ビスを「利用していない」と回答した者も

29.0％存在した。利用しているサービスとし

ては、訪問看護が 27.9％、就労支援が

26.1％、デイケア・ショートケア・ナイトケ

アが 12.1％、グループホームが 8.2％であっ

た。何らかのサービスを利用している者のう

ち、サービスに「満足している」または「ま

あ満足している」と回答した者は 73.4％であ

った。これらの結果から、現在は一定の医

療・福祉サービスにつながっている者もいる

一方で、地域生活を支えるサービス利用はな

お限定的であり、病状悪化時に入院以外の選

択肢を想定しにくい状況が残っていることが

示唆される。 

家族が担っているケアについては、本人の

ケアをもっともよく行っている者として「あ

なた（回答者自身）」と回答した者が 64.5％

であった。ケアの内容を見ると、日頃から安

否を把握している者は、「行っている」「部分

的に行っている」を合わせて 75.0％、医療費

や生活費を支払う者は 66.8％、住む場所を保

証する者は 66.6％、買い物や行政関係の手続

きをサポートする者は 60.2％、病状の急変や

再発・自殺などを防ぐ者は 56.3％、精神科・

心療内科へ受診同行する者は 52.4％であっ

た。これらの結果より、家族が医療機関への

受診支援にとどまらず、住まい、生活費、行

政手続き、安否確認、危機予防など、多面的

な生活支援を担っていることが明らかとなっ

た。 

ケアに関する負担については、医療費や生

活費を支払うことが「非常に負担である」ま

たは「やや負担である」と回答した者が

40.5％、病状の急変や再発・自殺などを防ぐ

ことが 39.0％、精神科・心療内科への受診同

行が 35.7％、身体に関する診療科への受診同

行が 33.7％、買い物や行政関係の手続き支援

が 33.5％であった。家族の負担は、単に日常

生活の援助にとどまらず、本人の健康や安全

に対する責任、将来への不安、経済的負担、

医療福祉サービスの調整の負担等を含むもの
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であることが示された。特に、病状の急変や

再発・自殺を防ぐことに負担を感じる家族が

一定数存在することは、家族が危機介入の役

割を日常的に担っていることを示しており、

適切な家族支援の重要性を示唆している。 

金銭的負担については、初回または最後の

入院形態が医療保護入院であった者につい

て、入院にかかった医療費の支払いは「家

族」が 75.9％、「本人」が 26.1％であった。

本人が入院に同意していないにもかかわらず

本人が医療費を支払うことについては、家族

側では「納得できる」または「どちらかとい

えば納得できる」と回答した者が 66.1％であ

り、家族が支払うことについても、「納得で

きる」または「どちらかといえば納得でき

る」と回答した者が 69.5％であった。市町村

長同意による医療保護入院の場合の医療費負

担については、「市区町村の財源」とする回

答が 29.1％であったが、「分からない」も

29.1％であり、家族の中でも医療費負担に関

する認識は意見が分かれていた。 

家族アンケートからは、家族が精神科入院

の前後を通じて、相談、受診調整、病院への

同行、医療保護入院の同意、退院後の受け入

れ、住まいと生活費の支援、日常的な安否確

認、再発や自殺の予防、行政手続きなど、広

範な役割を担っていることが示された。平成

25 年の精神保健福祉法改正により、家族は

「保護者等」ではなくなったものの、本人の

回復と地域生活を支える重要な存在であり、

現在でも制度上多くの責任を担っていること

が本調査より明らかとなった。したがって、

精神科入院制度、とりわけ医療保護入院にお

ける家族の位置づけを検討する際には、家族

を単に「同意者」や「協力者」として捉える

のではなく、本人とともに支援を必要とする

存在として位置づける必要がある。 

今回の報告では、家族アンケートについて

も全体的な記述統計を示すにとどまったが、

今後は自由記載の分析を含め、詳細な分析を

追加する予定である。 

当事者アンケートおよび家族アンケートの

結果からは、入院形態や入院理由に関する説

明や意思決定支援、本人および家族の理解と

納得を得るための関係性構築や、療養環境お

よび家族支援を含む地域の支援体制の整備等

が重要であることがうかがえる。令和 4

（2022）年の精神保健福祉法改正により、

入院理由の告知、医療保護入院の入院期間の

法定化と更新手続、地域援助事業者の紹介な

ど、本人の権利擁護や退院支援を強化するた

めの仕組みが導入されたことは重要である。

しかし、こうした手続きを実質的な説明、意

思決定支援、家族支援、退院支援として機能

させるためには、相応の時間と人員が必要で

ある。これらの義務が追加されたとしても、

精神科病院の人員配置が同時に強化されるわ

けではない。そのため、現場では、権利擁護

や退院支援のために必要な手続きが増える一

方で、本人や家族に対する丁寧な説明や支援

として担うためのマンパワーが相対的に不足

することになる、というジレンマが生じてい

る可能性がある。法改正によって手続的保障

が強化されたことの意義を実質化するために

は、文書交付や手続きの履行にとどまらず、

本人および家族が入院の理由や今後の見通し

を理解し、必要な支援につながることができ

るよう、制度上の義務と現場の実施体制との

乖離を小さくすることが不可欠である。 

本調査は、全国規模の組織を有する当事

者・家族の関連団体への協力依頼、および調

査会社のモニターパネルを通じて参加者を募

集し、同意を得られた者を対象に Web また

は紙による回答を求めたものである。そのた

め、本調査の対象はある程度の多様性が確保

されているものの、調査方法に由来するいく

つかのバイアスを含む可能性があることには

留意する必要がある。 

当事者調査については、現状で重い精神症

状や認知機能障害を有する人、長期入院中の

人、社会的に孤立している人、インターネッ

トや支援団体へのアクセスが乏しい人の経験
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は十分に反映されていない可能性がある。家

族調査については、回答者は長期にわたり精

神疾患を有する子どもを支えてきた親世代が

多く、家族会につながっていない家族、本人

との関係が希薄な家族、インターネットへの

アクセスが困難な家族の状況は十分に反映さ

れていない可能性がある。 

さらに、本調査では過去の入院に関連する

内容を回顧的に尋ねている項目が多いため、

リコールバイアスや現在の生活状況等による

影響が含まれる可能性がある。 

したがって、本調査結果は、精神科入院経

験者全体における各経験の頻度を推定するも

のとしてではなく、精神科入院を経験した当

事者や家族の中に、どのような経験や評価が

存在し得るのかを可視化する資料として解釈

する必要がある。 
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